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(57)【要約】
【課題】クインケ管が単なる実験装置として認識されて
いるだけで、エネルギー発生装置として利用できること
が認識されていなかった。
【解決手段】波動を伝達する伝達体と、該管に波動を送
り込む複数個の発信機と、該管から送られてきた波動を
受信する受信機と、該受信機で発生した電流を分配する
電流分配装置とを備え、該伝達体は、一方の側が複数本
の伝達枝体からなり、他方の側が一本の伝達枝体からな
り、これら複数本の伝達枝体は一カ所で連通状態で接合
しており、一方の側の複数本の伝達枝体は、各伝達枝体
の経路差が波長の整数倍になっており、一方の側の各伝
達枝体の端部には発信機がそれぞれ設けられ、他方の側
の伝達枝体の端部には受信機が設けられ、該受信機の出
力側は各発信機の入力側に導線で接続され、該導線の途
中には該受信機で発生した電流を分岐させて各発信機に
供給する電流分配装置が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　波動を伝達する伝達体と、該管に波動を送り込む複数個の発信機と、該管から送られて
きた波動を受信する受信機と、該受信機で発生した電流を分配する電流分配装置とを備え
、該伝達体は、一方の側が複数本の伝達枝体からなり、他方の側が一本の伝達枝体からな
り、これら複数本の伝達枝体は一カ所で連通状態で接合しており、一方の側の複数本の伝
達枝体は、各伝達枝体の経路差が波長の整数倍になっており、一方の側の各伝達枝体の端
部には発信機がそれぞれ設けられ、他方の側の伝達枝体の端部には受信機が設けられ、該
受信機の出力側は各発信機の入力側に導線で接続され、該導線の途中には該受信機で発生
した電流を分岐させて各発信機に供給する電流分配装置が設けられていることを特徴とす
る第一種永久機関。
【請求項２】
　前記波動が音波であり、前記伝達体が管であることを特徴とする請求項１に記載の第一
種永久機関。
【請求項３】
　前記波動が電磁波であることを特徴とする請求項１に記載の第一種永久機関。
【請求項４】
　前記波動が光であることを特徴とする請求項１に記載の第一種永久機関。
【請求項５】
　前記電流分配装置の入力側には導線を介して該電流分配装置に電流を供給する電流供給
用バッテリー及びスターターバッテリーが接続されていることを特徴とする請求項１～４
のいずれかに記載の第一種永久機関。
【請求項６】
　前記電流分配装置の出力側には余剰電流を消費させるエネルギー消費機器が接続されて
いることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の第一種永久機関。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クインケ管の原理を応用した波動の重ね合わせによる第一種永久機関に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　クインケ管とは、一本の管が途中で二股に分かれ、再び合流して一本の管になっている
構造の管からなり、二股に分かれた部分の管の一方の長さを調節可能としたものである。
【０００３】
　このクインケ管では、周波数が同じ２つの音波を重ね合わせる際に、二股に分かれた部
分の一方の長さを変化させることによって位相差を生じさせ、重ね合わせた後の音波が大
きくなったり小さくなったりする現象を確認することができる。
【０００４】
　クインケ管の現象については、音波が干渉によって、「強め合う」「弱め合う」という
説明がなされてきた。しかし、２つの音波が、ひとつに重ね合わせされるという現象を、
まるで２つの音波が、重ね合わせ後も独立しているかのように、説明されてきた。また、
エネルギーについての考察もなされてこなかった。
【特許文献１】特開平０８－１２６２９７号公報
【特許文献２】特開平０６－０９４０９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　解決しようとする問題点は、クインケ管が単なる実験装置として認識されているだけで
、エネルギー発生装置として利用できることが認識されていなかった点である。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、波動を伝達する伝達体と、該管に波動を送り込む複数個の発信機と、該管か
ら送られてきた波動を受信する受信機と、該受信機で発生した電流を分配する電流分配装
置とを備え、該伝達体は、一方の側が複数本の伝達枝体からなり、他方の側が一本の伝達
枝体からなり、これら複数本の伝達枝体は一カ所で連通状態で接合しており、一方の側の
複数本の伝達枝体は、各伝達枝体の経路差が波長の整数倍になっており、一方の側の各伝
達枝体の端部には発信機がそれぞれ設けられ、他方の側の伝達枝体の端部には受信機が設
けられ、該受信機の出力側は各発信機の入力側に導線で接続され、該導線の途中には該受
信機で発生した電流を分岐させて各発信機に供給する電流分配装置が設けられていること
を最も主要な特徴とする。
【０００７】
　ここで、波動としては、音波のみならず、光や電磁波でもよい。波動が音波の場合、波
動を伝達する伝達体としては管を使用することになる。電流分配装置の入力側には導線を
介して該電流分配装置に電流を供給する電流供給用バッテリー及びスターターバッテリー
が接続されていてもよい。また、電流分配装置の出力側には余剰電流を消費させるエネル
ギー消費機器が接続されていてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明では、これまで放出されていた波動を循環させることによって、永久機関を実現
させるものである。また、この永久機関は、循環に要するエネルギーを確保するだけでな
く、余剰のエネルギーを、電気エネルギーとして外部に供給できることがメリットである
。装置におけるエネルギーのロスは、管の数（重ね合わせる前の波動の数）を３本、４本
と増やすことによって、重ねあわせ後のエネルギーの増幅倍率を３倍、４倍に増やすこと
で、解消できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　クインケ管の原理を第一種永久機関の機構として利用するという目的を、簡単な構成で
実現した。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、本発明装置の一実施例を示す概略説明図、図２は本発明装置の制御装置の説明
図であって、同図中、１０はスピーカー（発信機）、１２はマイク（受信機）、１４はＹ
字状の筒、１６は制御装置、１８はエネルギー消費装置である。
【００１１】
　発信機１０は波動の発信機であり、発信機１０は電線から電気を供給されて波動を発信
させる。ここで、波動が音波の場合、発信機１０はスピーカーとなり、波動が電磁波の場
合、発信機１０は電磁波の発信機である。波動が電磁波の場合は、振幅の方向を同じにし
ておく必要がある。
【００１２】
　受信機１２は波動の受信機であり、受信機１２は波動のエネルギーを、電線を通して、
制御装置１６に供給する。ここで、波動が音波の場合、受信機１２はマイクとなり、波動
が電磁波の場合、受信機１２は受信機となる。
【００１３】
　筒１４は波動を誘導し、合成させるための部品であり、Ｙ字状の形態をしている。ここ
で、筒１４の左側の２本の管の長さは等しくなっている。図１では、左側の管の数が２本
で、Ｙ字状となっているが、左側の管の数を３本、４本・・・と増やすことによって、エ
ネルギーの増幅倍率を３倍、４倍・・・に増やすことができる。素材に関しては、音波の
場合はステンレス、電磁波の場合は、波長に応じて、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｌなどを使う
ことができる。
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【００１４】
　制御装置１６はスターターバッテリー２０と、供給用バッテリー２２と、電流分配装置
２４とからなる。
【００１５】
　スターターバッテリー２０は本装置を稼動させるために、最初に電力を必要とする。そ
のための電源である。供給用バッテリー２２は本装置で供給された電力を安定して、エネ
ルギー消費装置１８へ送るためのものである。電流分配装置２４は制御装置１６の肝とな
る部分である。電流分配装置２４の必要な機能は次の通りである。
【００１６】
　スターターバッテリー２０を使って、電流分配装置２４を起動する。発信機１０へ電気
信号を供給する。受信機１２からの供給される電力を、発信機１０に送る電力と、供給用
バッテリー２２に送る電力と、スターターバッテリー２０に送る電力に分配する。
【００１７】
　エネルギー消費装置１８は重要なものではない。本装置で供給される電力を消費するだ
けの機器である。なお、図１、図２中、電線は、それぞれ２本であるところを簡略化して
、１本の線として描いている。
【００１８】
　次に、本発明装置の動作について、図２を参照しながら説明する。
【００１９】
　スターターバッテリー２０の電力を利用して、制御装置１６から、発信機１０へと電力
を送り、発信機１０が音波または電磁波を発生する。このとき、それぞれの波動は、同期
が取れている（位相が同じ）ものとする。電磁波など横波のものは、振幅の方向が同じで
あるとする。
【００２０】
　それぞれの波動は、Ｙ字状の筒１４の接合点で、合成される。合成された波のエネルギ
ーは、左側の受信機１２によって、電力に変換される。その電力を、電流分配装置２４が
、発信機１０に送る電力と、供給用バッテリー２２に送る電力と、スターターバッテリー
２０に送る電力に分配する。
【００２１】
　発信機１０に送られた電力は、再び、系の状態を維持するために、音波または電磁波を
発生させる。供給用バッテリー２２は、エネルギー消費装置１８に電力を送る。エネルギ
ー消費装置１８は電力を消費することができる。
【００２２】
　本発明の理論は、クインケ管の音波が、ひとつの音波に合成されるという視点で考える
。位相差が０のとき、重ね合わせ後の音波の振幅は、重ね合わせ前の波動の振幅の和にな
り、エネルギーは振幅の和の２乗に比例するということに着目した。重ね合わせ前の波動
の振幅を１とすると、重ねあわせ後の振幅は２、重ね合わせ後のエネルギーは４倍になる
。
【００２３】
【数１】

【産業上の利用可能性】
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【００２４】
　電力を必要とする場所であれば、発電所の発電機、自動車の動力、パーソナルコンピュ
ータ等、いかなる用途にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明装置の一実施例を示す概略説明図である。
【図２】本発明装置の制御装置の説明図である。
【図３】クインケ管の説明図である。
【符号の説明】
【００２６】
１０　発信機
１２　受信機
１４　筒
１６　制御装置
１８　エネルギー消費装置
２０　スターターバッテリー
２２　供給用バッテリー
２４　電流分配装置

【図１】

【図２】

【図３】
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